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第       号 
令和２年１０月１５日発行 

発行：三芳公民館 〒877-0038 日田市下井手町９８９ 

日 田 市 三 芳 公 民 館 ☎ ０973-22-1491  📠 ０973－22－1495 

館長：内山 均  主事：堀 淨善 

● 三 芳 公 民 館  主 催 事 業 参 加 者 募 集 中 

小渕橋河川敷グラウンドの改修について 
 

小渕橋河川敷グラウンドは、本年7月の豪雨で壊滅的な被害を受けました。増水時には、日高町・

三芳小渕町・下井手町の住民は、再三にわたり増水状況を確認に行っています。国交省や日田市職員

も状況を確認に来ていたようです。一時は氾濫の恐れもある危機的な状況となっておりました。 

 

このグラウンドは、昭和28年の大洪水で治水対策の結果、建設省管轄（現在は国交省）の河川敷

と日高町の共有地である河川敷が広場として利用可能な場所となりました。昭和57年 12月に日田

市から建設省九州地方局長へ「市民広場・ゲートボール場」として占有（使用）許可願いを提出して

います。その許可条件の改正を経て昭和 63 年 1 月 1 日から平成 4 年 12 月 31 日まで占有許可が

おりました。その後、平成5年・平成10年・平成19年に更新申請が日田市よりなされました。平

成19年の更新で、平成29年 12月 31日までの使用許可が最後となっていますので、現在は占有

許可がありません。もっとも、平成29年の増水でグラウンドが流されて使用できない状態でした。 

 

このような経過のなか、日田市より三芳地区振興協議会（石松雅彰会長）へ河川グラウンド部分を

掘削し河道断面を広げてもらうよう、国交省に要望したいとの確認がありました。おりしも、日高町

共有地の地権者の方々も、沿川住民の生命第一との思いに至り土地を削ってでも河幅の拡張が大事と

の判断に至ったとのことです。このため振興協議会の常任委員会を開催し、地域住民の生命・財産の

保全を最優先にするため河川敷の河床断面の拡大を三芳地区10町内の総意として日田市にお願いす

る次第となりました。国交省・日田市・地域住民の三者の思いが重なることとなり、大雨時の不安は

減ずるものと思います。地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

お尋ねがありましたら、三芳公民館までお願いたします。わかる範囲でお答えができると思います。 

 

● お 知 ら せ 

講師に櫻木恭子さんをお招きし、お子さんやお

孫さん、そのご両親やご家族を対象としたお子さ

んとご家族とのふれあいヨガとなっています。親

子はもちろん、子育ての参考にしたいおじいちゃ

ん・おばあちゃんでもおひとりでも参加可能です。 

※事前募集ではなく当日の募集となります。 

日 程：令和２年１０月３０日（金） 

時 間：午前10時００分～１１時３０分頃まで 

場 所：三芳公民館 集会室 

講 師：櫻木恭子さん（自主学習教室シニアヨガ講師） 

費 用：無料 

準備物：

子育て応援講座「親子ヨガ！」受講者募集のおしらせ 


